（様式５：報告徴収）

令和　　年　　月　　日

　（施設設置者・管理者）　殿

○○○○

運営状況について（照会）

貴殿の設置（管理）する○○○について、児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第59条第１項及び第59条の２の５の規定に基づき、別紙により当職あて　月　日までご報告ください。
なお、正当な理由がないのに、報告がない場合は、児童福祉法第62条第２項第６号の規定により、罰則が適用される場合があります。
また、次のような事例が生じた場合についても、速やかにご報告ください。
（１）責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において重大な事故が生じた場合（死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等）
（２）当該施設に 24 時間、かつ、週のうちおおむね５日程度以上入所している児童がいる場合
おって、児童福祉法の趣旨、仕組み等は参考のとおりですので、ご承知おき願います。


（参考）
保育を行うことを目的とする施設の運営に対する指導監督について

１　都道府県知事の行う指導監督の趣旨
児童の安全確保等の観点から、都道府県知事（和歌山県の場合は市町村長）は、保育を行うことを目的とする施設の運営（児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等）に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

２　法的根拠
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事（又は市町村長）の認可を受けていないものについても、児童福祉法に基づき、都道府県知事（和歌山県の場合は市町村長）が必要と認める事項の報告や職員による立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。（児童福祉法第59条第１項、第59条の２の５）
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。（児童福祉法第62条第２項第６号）

３　具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。（児童福祉法第５９条第３項～第５項）
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。（児童福祉法第61条の４）

４　このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、消防部局、衛生部局等においても消防法、食品衛生法等関係法令に基づく指導監督が行われており、これらの部局から指導を受けた場合には、それに従って改善措置をとる必要があることにも留意して下さい。

この文書の照会先
・・・・・・・・・・

	名宛人の記入例
○設置者・管理者が法人である場合
　(株)□□□　代表者　△△　△△　殿
○設置者・管理者が個人である場合
　◎◎　◎◎　殿



